
問い合わせ（市外局番０９３）

☎223-3677図 書 館
☎222-1681中央公民館

役場・教育委員会 ☎ 223-0881 ㈹

☎ 222-2931芦屋中央病院
☎223-0731町民会館 ☎222-1981芦屋東公民館

☎223-1892山鹿公民館

芦屋歴史の里 ☎222-2555
芦屋釜の里 ☎223-5881

☎ 222-0181総合体育館

掲載の催しなどは、新型コロナウイルスの感染拡大の
状況によって、変更・中止となる場合があります。

連休中の救急医療はこちらへ
●
内
科
と
小
児
科

▽�

と
き　
５
月
３
日
水
～
５
日
金
・

午
前
９
時
～
正
午
（
受
け
付
け
は

午
前
11
時
30
分
ま
で
）、
午
後
１

時
～
５
時
（
受
け
付
け
は
午
後
４

時
30
分
ま
で
）

▽�
と
こ
ろ　
遠
賀
中
間
休
日
急
病
セ

ン
タ
ー
（
遠
賀
町
大
字
尾
崎
お
ん

が
病
院
内
☎
２
８
２‐９
９
１
９
）

※�

乳
幼
児
の
診
療
は
、
専
門
外
の
医

師
が
担
当
す
る
場
合
が
あ
り
ま

す
。
必
ず
電
話
で
問
い
合
わ
せ
て

く
だ
さ
い
。

●
歯
科

▽�

と
き　
午
前
10
時
～
午
後
５
時

▽�

当
番
医
院　
５
月
３
日
水
・
日
髙

里
史
歯
科
医
院
（
中
間
市
小
田
ヶ

浦
☎
２
４
４
‐
９
０
５
５
）、
４

日
木
・
鶴
田
歯
科
医
院
（
水
巻
町

二
西
☎
２
０
２
‐
５
２
５
６
）、

５
日
金
・
松
本
歯
科
医
院
（
遠
賀

町
浅
木
☎
２
９
３
‐
２
１
４
５
）

※�

受
診
前
に
当
番
医
院
に
電
話
で

問
い
合
わ
せ
て
く
だ
さ
い
。

●
電
話
で
の
問
い
合
わ
せ
制
度

　
夜
間
の
急
な
病
気
な
ど
に
適
切
な
助

言
を
行
い
ま
す
。

▽�

相
談
時
間　
月
曜
日
～
土
曜
日
・

午
後
６
時
～
10
時
、
日
祝
日
・
午

後
５
時
～
10
時

▽�

電
話
番
号�

☎
２
８
２
‐
９
９
１
９

●
救
急
車
？
病
院
？
迷
っ
た
ら
！��

　
＃
７
１
１
９

　
看
護
師
が
24
時
間

３
６
５
日
体
制
で
ア

ド
バ
イ
ス
し
ま
す
。

ま
た
、
最
寄
り
の
医

療
機
関
の
案
内
も
行

い
ま
す
。

※�

重
症
時
は
迷
わ
ず

１
１
９
番
へ
連
絡

し
て
く
だ
さ
い
。

▽�

と
き　
24
時
間
年
中
無
休

▽
電
話
番
号　
＃
７
１
１
９

　

�
ま
た
は
、
☎
〈
０
９
２
〉
４
７
１

‐
０
０
９
９
（
福
岡
県
救
急
医
療

情
報
セ
ン
タ
ー
）

●
小
児
救
急
医
療
電
話
相
談

　
子
ど
も
の
急
な
病
気
や
ケ
ガ
で
心

配
な
と
き
に
相
談
し
て
く
だ
さ
い
。

▽�

と
き　
平
日
＝
午
後
７
時
～
翌
日

午
前
７
時
、
土
曜
日
＝
正
午
～
翌

日
午
前
７
時
、
日
曜
日
＝
午
前
７

時
～
翌
日
午
前
７
時

▽�

電
話
番
号　
☎
＃
８
０
０
０
ま
た

は
、
☎
〈
０
９
２
〉
７
３
１
‐
４

１
１
９
（
福
岡
県
小
児
救
急
医
療

電
話
相
談
）

●
Ｑ
助
（
全
国
版
救
急
受
診
ア
プ
リ
）

　
急
な
病
気
や

け
が
を
し
た
と

き
、
該
当
す
る

症
状
を
画
面
上

で
選
択
し
て
い

く
と
、
緊
急
度

に
応
じ
た
適
切

な
対
応
が
表
示

さ
れ
ま
す
。
事

前
に
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
し
て
お
く
と
、

安
心
で
す
。

　
町
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
詳
し
い
情

報
を
掲
載
し
て
い
ま
す
。
不
明
な
点

が
あ
れ
ば
、
健
康
づ
く
り
係
ま
で
問

い
合
わ
せ
て
く
だ
さ
い
。

▽�

問
い
合
わ
せ　

健
康
づ
く
り
係

（
☎
２
２
３
‐
３
５
３
３
）

病
院
受
診
に
持
っ
て
い
く
も
の

　

健
康
保
険
証
、
医
療
証
（
高

齢
受
給
者
・
ひ
と
り
親
・
子
ど

も
・
障
が
い
者
）、
ま
た
は
診
療

依
頼
書
（
生
活
保
護
世
帯
）、
普

段
飲
ん
で
い
る
薬
（
お
く
す
り

手
帳
）。
乳
幼
児
の
場
合
は
追
加

で
、
母
子
健
康
手
帳
、
紙
お
む

つ
、
哺
乳
瓶
、
タ
オ
ル
な
ど

町ホームページ Q助
ホームページ
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後期高齢者医療制度後期高齢者医療制度にに加入加入しているしている皆さん皆さんへへ

▽問い合わせ　保険年金係（☎２２３‐３５３２）または、
　後期高齢者医療お問い合わせセンター（☎〈０９２〉６５１‐３１１１）

　個人ごとの保険料額は、加入者全員が同じ金額を負担する「均等割額」と、個人ごとの総所得金額等（※注１）
に応じて負担する「所得割額」との合計になります。

※注１　�「総所得金額等」とは、前年中の「公的年金等収入－公的年金等控除」、「給与収入－給与所得控除」、
「事業収入－必要経費」などの合計額で、各種所得控除前の金額です。

※注２　合計所得金額が２４００万円を超える場合は金額が異なります。

  ◆保険料額の算出方法◆保険料額の算出方法

所得割額
〔総所得金額等（※注１）－ 43 万円（※注２）〕

× 10.54％（所得割率 )
均等割額

５万６４３５円
保険料額
（年額）

（10円未満切り捨て）
＋＝

  ◆令和５年度の保険料軽減措置◆令和５年度の保険料軽減措置

○世帯の所得状況に応じて、均等割額が軽減されます。
均等割額
軽減割合

軽減後の均等割額
（年額）

対象者の所得要件
（同一世帯（※注３）内の被保険者と世帯主の軽減対象所得金額（※注４）の合計額）

７割軽減 １万６９３０円 43万円（基礎控除額）
＋ 10万円×（給与所得者等の数－１）（※注５）以下

５割軽減 ２万８２１７円 43万円＋ 29万円×被保険者数�
＋ 10万円×（給与所得者等の数－１）（※注５）以下

２割軽減 ４万５１４８円 43万円＋ 53万 5000 円×被保険者数�
＋ 10万円×（給与所得者等の数－１）（※注５）以下

※注３　�｢ 同一世帯 ｣とは、4月 1日時点（年度途中で 75歳になる人、県外からの転入者などはその時点）
の世帯が基準となります。

※注４　�「軽減対象所得金額」とは、基本的には総所得金額等と同じですが、満 65歳以上の人の公的年金は
さらに 15万円を控除して計算するなど、例外があります。

※注５　�下線部の計算式は、同一世帯内の被保険者または世帯主が、給与所得または公的年金等に係る所得
がある場合に適用されます。

○後期高齢者医療制度に加入する前日まで社会保険（※注６）の被扶養者だった人

均等割額が５割軽減（※注７）（所得割額はかかりません） 軽減後の保険料
年額２万８２１７円

※注６　�社会保険とは、協会けんぽ（全国健康保険協会管掌保険）、組合管掌保険、船員保険、共済組合な
どのことです。国民健康保険、国民健康保険組合は該当しません。

※注７　�均等割額が７割軽減に該当する人は、７割軽減が優先されます。

  ◆保険料額の通知◆保険料額の通知
　保険料額の詳細は、７月に送付予定の「令和５年度後期高齢者医療保険料額決定通知書」でお知らせします。

広
告

広
告

なかまハーモニー
ホール

北九州市立総合
農事センター

北九州市ウェルとばた 北九州市小倉北区
※会場はお問い合わせください※

黒崎ひびしんホール

東京都新宿区四谷4-3 福屋ビル6-A【営業時間】 平日 9：00～18：00  

弁護士 饗庭亨一「あいば こういち」東京弁護士会所属 登録番号35029
□TEL 03-5363-6333
□FAX 03-5363-6334  

型肝炎給付金に
ついて

195
(金)

205
(土)

275
(土)

285
(日)

265
(金)

0228_ 福岡県 _芦屋町広報誌 _相談会 h50w87_1c
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後
期
高
齢
者
医
療
制
度
の
健
診

　

福
岡
県
後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合

で
は
、
次
の
健
診
を
行
っ
て
い
ま
す
。

■
健
康
診
査

　

生
活
習
慣
病
の
発
症
や
重
症
化
の
予

防
な
ど
を
目
的
と
し
た
健
康
診
査

▽�

対
象　
福
岡
県
後
期
高
齢
者
医
療
制

度
の
被
保
険
者
（
長
期
入
院
中
、
施

設
入
所
中
な
ど
の
人
を
除
く
）

▽�

受
診
票
の
発
送　
４
月
下
旬

※�

今
年
度
75
歳
に
な
る
人
に
は
、
誕
生

月
の
10
日
ご
ろ
に
受
診
票
を
送
付
し

ま
す
の
で
、
誕
生
日
以
降
に
受
診
し

て
く
だ
さ
い
。

▽�

受
診
方
法　
実
施
医
療
機
関
に
予
約

の
う
え
受
診
し
て
く
だ
さ
い
。

▽�

受
診
期
限　
令
和
６
年
３
月
31
日
日

▽�

受
診
料　
自
己
負
担
金
５
０
０
円

■
歯
科
健
診

　

口こ
う
く
う腔
機
能
低
下
や
肺
炎
な
ど
の
疾
病

を
予
防
す
る
た
め
の
歯
科
健
診

▽�

対
象　
令
和
５
年
度
に
76
歳
～
80
歳

に
な
る
福
岡
県
後
期
高
齢
者
医
療
制

度
の
被
保
険
者
（
長
期
入
院
中
、
施

設
入
所
中
な
ど
の
人
を
除
く
）

▽�

受
診
券
の
発
送　
５
月
下
旬

▽�

受
診
方
法　
実
施
医
療
機
関
に
予
約

の
う
え
受
診
し
て
く
だ
さ
い
。

▽�

受
診
期
間　
6
月
1
日
木
～
12
月
31

日
日

▽�

受
診
料　
自
己
負
担
金
３
０
０
円

【
共
通
事
項
】

▽�

受
診
に
必
要
な
も
の　
保
険
証
ま
た

は
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
、
受
診
票

ま
た
は
受
診
券

※�

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
は
、
健
康
保

険
証
利
用
の
申
し
込
み
を
す
る
と
被

保
険
者
証
と
し
て
利
用
で
き
ま
す（
マ

イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
の
被
保
険
者
証

利
用
に
対
応
す
る
医
療
機
関
に
限
り

ま
す
）。

▽�

問
い
合
わ
せ　
福
岡
県
後
期
高
齢
者

医
療
広
域
連
合
お
問
い
合
わ
せ
セ
ン

タ
ー
（
☎
〈
０
９
２
〉
６
５
１
‐
３

１
１
１
）

児
童
扶
養
手
当
制
度
を

知
っ
て
い
ま
す
か

　

児
童
扶
養
手
当
制
度
は
、
離
婚
や
死

別
な
ど
の
事
情
に
よ
っ
て
児
童
を
養
育

す
る
ひ
と
り
親
な
ど
に
対
し
て
手
当
を

支
給
す
る
制
度
で
す
。

▽�

対
象　
離
婚
を
し
て
児
童
を
養
育
す

る
ひ
と
り
親
、
両
親
が
死
別
し
て
児

童
を
養
育
す
る
祖
父
母
、
未
婚
の
母

な
ど
で
、
18
歳
に
な
っ
た
年
の
年
度

末
（
３
月
31
日
）
ま
で
の
児
童
を
養

育
す
る
人

▽
支
給
月
額

①
児
童
１
人
の
場
合　
４
万
４
１
４
０
円

②�

児
童
２
人
以
上
の
加
算
額　

２
人
目

１
万
４
２
０
円
、
３
人
目
６
２
５
０
円

※�

請
求
者
や
同
居
の
扶
養
義
務
者
の
所

得
額
に
よ
り
減
額
ま
た
は
支
給
停
止

と
な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

▽
申
請
に
必
要
な
も
の

①
請
求
者
と
対
象
児
童
の
戸
籍
謄
本

②�

請
求
者
の
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
ま

た
は
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
通
知
カ
ー
ド

③�

請
求
者
名
義
の
通
帳
ま
た
は
キ
ャ
ッ

シ
ュ
カ
ー
ド

④�

そ
の
ほ
か
家
庭
の
状
況
な
ど
に
よ
っ

て
は
、
別
途
書
類
な
ど
が
必
要
な
場

合
が
あ
り
ま
す
。

▽�

申
請
が
済
ん
で
い
る
人　
婚
姻
（
事

実
婚
を
含
む
）
な
ど
で
資
格
が
な
く

な
っ
た
と
き
や
住
所
・
氏
名
・
支
払

金
融
機
関
が
変
わ
っ
た
と
き
な
ど
、

受
給
後
に
状
況
が
変
わ
っ
た
場
合
は
、

14
日
以
内
に
届
出
が
必
要
で
す
。

▽
公
的
年
金
等
を
受
給
し
て
い
る
人

①�
障
害
基
礎
年
金
等
を
受
給
し
て
い
る

人
は
、
児
童
扶
養
手
当
の
額
が
障
害

基
礎
年
金
の
子
の
加
算
部
分
の
額
を

上
回
る
場
合
、
そ
の
差
額
を
児
童
扶

養
手
当
と
し
て
受
給
で
き
ま
す
。

②�

障
害
基
礎
年
金
等
以
外
の
公
的
年
金

等
（
遺
族
年
金
、
老
齢
年
金
、
労
災

年
金
、
遺
族
補
償
な
ど
）
を
受
給
し

て
い
る
人
は
、
児
童
扶
養
手
当
の
額

が
公
的
年
金
等
の
額
を
上
回
る
場
合
、

そ
の
差
額
を
児
童
扶
養
手
当
と
し
て

受
給
で
き
ま
す
。

※�

制
度
の
詳
し
い
内
容
な
ど
は
問
い
合

わ
せ
て
く
だ
さ
い
。

▽�

問
い
合
わ
せ　
子
育
て
支
援
係
（
☎

２
２
３
‐
３
５
３
７
）

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
ワ
ク
チ
ン

予
約
受
付
ダ
イ
ヤ
ル
を
再
開
し
ま
す

　

３
月
31
日
金
に
閉
鎖
し
た
、
新
型
コ

ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
ワ
ク
チ
ン
接
種
予
約
受
付

ダ
イ
ヤ
ル
を
再
開
し
て
い
ま
す
。
な
お
、

５
月
３
日
水
～
7
日
日
は
休
み
で
す
。

▽�

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
ワ
ク
チ
ン
接

種
予
約
受
付
ダ
イ
ヤ
ル
（
☎
２
２
３

‐
３
０
０
８
）

み
ん
な
で
元
気
に
な
ろ
う
や
！
講
座

「
町
内
を
ウ
ォ
ー
キ
ン
グ
」

　

運
動
不
足
の
解
消
や
生
活
習
慣
の
改

善
に
ウ
ォ
ー
キ
ン
グ
を
取
り
入
れ
て
み

ま
せ
ん
か
。
み
ん
な
で
１
万
歩
め
ざ
し

て
歩
い
て
み
ま
し
ょ
う
。

▽�

と
き　
５
月
30
日
火
・
午
前
９
時
30

分
（
９
時
15
分
か
ら
受
け
付
け
）
～

正
午

▽�

と
こ
ろ　
中
央
公
民
館
４
階

▽�

対
象　
町
内
に
住
ん
で
い
る
人

健
康

・
子
育
て

　

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の
感
染

拡
大
の
状
況
な
ど
に
よ
っ
て
、
掲

載
の
催
し
な
ど
は
、
変
更
・
中

止
と
な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

掲載の催しなどは、新型コロナウイルスの感染拡大の
状況によって、変更・中止となる場合があります。 広報あしや　2023.5 ㉒



みんな来てね、出前たんぽぽ広場

▽ �とき　５月 17日水・午前 10時～正午

▽ �ところ　山鹿公民館
※�たんぽぽスタッフが絵本やおも
ちゃを用意して待っています。

５月の日曜開館日　７日・21日

た ん ぽ ぽ コ ー ナ ーた ん ぽ ぽ コ ー ナ ー
対象は、就学前の子どもと保護者です。
⃝問い合わせ　芦屋町子育て支援センター�
　「たんぽぽ」（☎２２１‐２５６７）

♥にこにこ絵本

　 ▽ �とき　５月８日月・午前11時～11時 30分
♥親子教室「親子エアロビ」（10組限定）

　 ▽ �とき　５月 11日木・午前 10時～ 11時
　※４月 27日木から予約開始

　 ▽ �持ってくるもの　汗拭き用タオル・水分補
給の飲み物

　※�イベントのため、午前中の入館は予約者のみ
♥絵本タイム

　 ▽ �とき　５月 19 日金・午前 11 時～ 11 時
30分

♥ベビーマッサージ（10組限定）

　 ▽ �とき　５月 23日火・午前 10時～ 11時
　※５月９日火から予約開始

　 ▽ �持ってくるもの　バスタオル・水分補給の
飲み物

　※�イベントのため、午前中の入館は予約者のみ
♥育児相談
　�【たんぽぽ相談】保健師・栄養士による相談

　 ▽ �とき　５月９日火・午前 10時～正午

　 ▽ �持ってくるもの　母子健康手帳、あしやす
くすくファイル

　※�町外の人も相談できます（予約不要）。
　�【ほほえみ相談】小児専門の臨床心理士に
よる相談

　 ▽ �とき　５月 10日水・午前 10時～正午
　※�町内に住んでいる人のみ予約できます。
　�【離乳食の日】栄養士による栄養指導と進
め方相談

　�　５月の相談日はありませんが、気になるこ
とがあれば、気軽に電話してください。
　※次回は、６月 13日火です。

　新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、
園開放を中止している園もあります。
※�日程は天候などで変更になる場合がありま
す。また、事前に電話予約が必要なものもあ
ります。申し込みや問い合わせは、直接、各
園にしてください。

幼稚園・保育所・認定こども園

       園開放日
               　5月  ～６月

◦認定こども園�芦屋中央幼稚園（☎２２２‐０３２７）
と　　き 内　容

６月 12日月（10：00～11：30）
「プロ講師」による体育
あそび�全身を使って楽
しく遊ぼう（親子20組）

◦愛生幼稚園（☎２２３‐０３５８）
と　　き 内　容

５月 18日木（10：00～11：30）はじめましてようちえん
６月 15日木（10：00～11：30）夏の遊びを楽しもう

▽
定
員　
15
人

▽
参
加
費　
無
料　

▽�
持
っ
て
く
る
も
の　

健
診
結
果
表
、

筆
記
用
具
、
水
分
補
給
の
飲
み
物
、

動
き
や
す
い
服
装

▽�

申
し
込
み　

５
月
26
日
金
ま
で
に
、

健
康
づ
く
り
係
（
☎
２
２
３
‐
３
５

３
３
）
へ

私
も
で
き
る
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア

成
分
献
血
に
ご
協
力
く
だ
さ
い

▽�

と
き　

５
月
25
日
木
・

午
後
０
時
50
分
～
３
時

50
分

▽�

と
こ
ろ　
く
ろ
さ
き
ク

ロ
ー
バ
ー
（
八
幡
西
区
西
曲
里
町
）

※�

役
場
玄
関
前
に
集
合
後
、
マ
イ
ク
ロ

バ
ス
で
送
迎
し
ま
す
。

▽�

内
容　
成
分
献
血（
血
小
板・血
し
ょ
う
）

▽�

対
象　

血
小
板
成
分
献
血
＝
男
性
は

18
～
69
歳
、
女
性
は
18
～
54
歳
。
血
し

ょ
う
成
分
献
血
＝
18
～
69
歳
。た
だ
し
、

65
歳
以
上
の
献
血
は
、
60
～
64
歳
の
間

に
献
血
を
し
た
こ
と
が
あ
る
人
。
い
ず

れ
も
体
重
が
45
㎏
以
上
の
人

※�

献
血
可
能
日
を
献
血
カ
ー
ド
で
確
認

し
て
く
だ
さ
い
。

▽�
申
し
込
み　

５
月
18
日
木
ま
で
に
、

健
康
づ
く
り
係
（
☎
２
２
３
‐
３
５

３
３
）
へ

芦屋町ホームページ　https://www.town.ashiya.lg.jp広報あしや　2023.5㉓



い
き
い
き
昼
食
会
（
講
話
）
に

参
加
し
ま
せ
ん
か

　

介
護
予
防
の
ひ
と
つ
で
あ
る
口こ
う
く
う腔
ケ

ア
と
栄
養
バ
ラ
ン
ス
の
と
れ
た
食
事
の

こ
と
を
学
ぶ
講
話
で
す
。

※�

口
腔
ケ
ア
と
は
、
口
の
中
を
清
潔
に

し
て
、
全
身
の
健
康
を
保
つ
方
法
の

こ
と
で
す
。

※�

試
食
品
（
芦
屋
町
食
生
活
改
善
推
進

会
が
調
理
し
た
も
の
）を
提
供
し
ま
す
。

※�

試
食
品
は
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感

染
拡
大
防
止
の
た
め
、
そ
の
場
で
食

べ
ず
に
持
ち
帰
っ
て
く
だ
さ
い
。

▽�

と
き　
６
月
８
日
木
・
午
前
10
時
（
９

時
30
分
か
ら
受
け
付
け
）
～
11
時

▽�

と
こ
ろ　
中
央
公
民
館
４
階

▽
定
員　
15
人

▽
参
加
費　
３
５
０
円
（
当
日
持
参
）

▽�

申
し
込
み　
５
月
26
日
金
ま
で
に
高
齢

者
支
援
係
（
☎
２
２
３
‐
３
５
３
６
）
へ

手
話
奉
仕
員
養
成
講
座

（
基
礎
課
程
）

　

遠
賀
郡
４
町
と
中
間
市
の
合
同
で
手

話
奉
仕
員
養
成
講
座
を
行
い
ま
す
。

　

聴
覚
障
が
い
や
聴
覚
障
が
い
者
の
生

活
へ
の
理
解
を
深
め
、
日
常
生
活
で
必

要
な
手
話
の
表
現
技
術
を
習
得
し
ま
す
。

▽�

と
き　
６
月
28
日
～
12
月
20
日
の
毎
週

福
祉
・
相
談

成年後見制度と無料相談
◦成年後見制度とは
　�　認知症や知的障がい、精神障がいなどで判断能力
が不十分な人は、金銭の管理がうまくできなくなっ
たり、悪質な訪問販売で必要のない物を買わされた
りするなどの問題が出てくることがあります。成年
後見制度は、このような人の権利や財産を守る制度
です。

　成年後見制度には
　「任意後見」と「法定後見」があります
　�⃝�「任意後見」は、本人に判断能力があるうちに財
産管理や契約などを支援する任意後見人を選んで
契約で決めておく制度です。

　⃝�「法定後見」は、本人の判断能力が不十分になっ
た後に家庭裁判所によって成年後見人などが選任
される制度です。判断能力によって、「後見」「保佐」
「補助」の３類型があります。

　�　成年後見人などが本人の利益を考えながら、代理
で契約などの法律行為をしたり、不利益な法律行為
を後から取り消したりすることができます。

◦成年後見制度に関する無料電話相談
　�　遠賀郡３町（芦屋町・岡垣町・遠賀町）は「北九
州市成年後見支援センター」と連携し、成年後見制
度に関する相談体制を整えています。
　 ▽受付時間　午前９時～午後５時
　※土日祝・年末年始は休み
　 ▽対象　�町内に住んでいる人とその家族や関係者
　 ▽利用方法　電話または面談
　 ▽ �問い合わせ　北九州市成年後見支援センター（戸畑

区汐井町ウェルとばた３階）（☎８８２‐９１２３）

◦成年後見制度無料出張相談
　�　芦屋町・岡垣町・遠賀町に住んでいる人
は、すべての会場で相談できます。
　�　無料出張相談では、北九州市成年後見支
援センターの職員（社会福祉士など）が相
談に応じます。�
�　令和５年度の相談日程

と　き ところ
５月 24日水
11月 22日水

遠賀町中央公民館　
（遠賀町今古賀）

申込先：遠賀町地域包括支援センター
　　　　☎２９３‐１２９３

７月 26日水
令和６年1月24日水

芦屋町役場　　　　
（芦屋町幸町）

申込先：芦屋町地域包括支援センター
　　　　☎２２３‐３５８１

９月 27日水
令和６年３月27日水

おかがき総合福祉　
保健センターいこい
の里（岡垣町高倉）

申込先：岡垣町地域包括支援センター
　　　　☎２８２‐１２１１

　� ▽ �対象　町内に住んでいる人とその家族や
関係者

　 ▽定員　各回３人（先着順）
　※�遠賀町での出張相談は、５月１日月から
遠賀町地域包括支援センターで受け付け
ます。

　※�そのほかの受付開始日は、開催日前に広
報あしやでお知らせします。

　 ▽ �問い合わせ　芦屋町地域包括支援センター
（福祉課内）（☎２２３‐３５８１）

掲載の催しなどは、新型コロナウイルスの感染拡大の
状況によって、変更・中止となる場合があります。 広報あしや　2023.5 ㉔



水
曜
日
（
祝
日
と
８
月
16
日
を
除
く
全

25
回
）・
午
後
７
時
～
９
時

▽�
と
こ
ろ　
い
こ
い
の
里　

団
体
研
修

室
（
岡
垣
町
高
倉
）

▽�

対
象　
遠
賀
郡
・
中
間
市
内
に
住
ん

で
い
る
、
ま
た
は
勤
め
て
い
る
人
で
、

入
門
過
程
修
了
者

※�

入
門
過
程
未
修
了
の
人
は
相
談
し
て

く
だ
さ
い
。

▽�

内
容　
手
話
奉
仕
員
養
成
カ
リ
キ
ュ

ラ
ム
の
基
礎
課
程

▽
定
員　
20
人
程
度

▽�

費
用　
テ
キ
ス
ト
代
３
３
０
０
円

※�

テ
キ
ス
ト
を
持
っ
て
い
る
人
は
テ
キ

ス
ト
代
は
不
要
で
す
。

▽�

申
し
込
み　
５
月
31
日
水
ま
で
に
、障

が
い
者
・
生
活
支
援
係
（
☎
２
２
３
‐

３
５
３
０
）
へ

人
権
生
活
相
談

　

人
権
に
関
す
る
こ
と
や
生
活
、
就
職
、

進
学
な
ど
の
相
談
に
応
じ
て
い
ま
す
。

【
定
例
相
談
】

◎�

５
月
11
日
木
＝
土
肥
孝
明
相
談
員

◎�

５
月
25
日
木
＝
橋
本
求
相
談
員

※�

時
間
は
、
い
ず
れ
も
午
後
２
時
～
４
時

▽�

と
こ
ろ　
芦
屋
東
公
民
館

【
定
例
日
以
外
】
直
接
、
相
談
員
に
連
絡

し
て
く
だ
さ
い
。

◎�

土
肥
相
談
員
（
浜
口
町
４
番
12
号
☎

２
２
２
‐
０
０
４
４
）

◎�

橋
本
相
談
員
（
幸
町
８
番
18
号
☎
２

２
３
‐
３
２
０
３
）

全
国
一
斉
「
人
権
擁
護
委
員
の
日
」

特
設
人
権
相
談

　
全
国
人
権
擁
護
委
員
連
合
会
は
、６
月

１
日
を
「
人
権
擁
護
委
員
の
日
」
と
定

め
、
毎
年
、
全
国
一
斉
「
人
権
擁
護
委
員

の
日
」特
設
人
権
生
活
相
談
を
開
設
し
て

い
ま
す
。

　
人
権
擁
護
委
員
は
、国
民
の
皆
さ
ん
が

人
と
し
て
幸
せ
な
毎
日
を
送
っ
て
い
く

た
め
の
権
利
（
人
権
）
が
侵
害
さ
れ
な
い

よ
う
常
に
注
意
を
払
い
、
も
し
、
人
権
が

侵
害
さ
れ
た
と
き
は
、被
害
救
済
の
た
め

速
や
か
に
適
切
な
処
置
を
と
り
、
ま
た
、

人
権
の
大
切
さ
に
つ
い
て
の
理
解
を
深

め
て
も
ら
う
た
め
の
活
動
に
も
努
め
て

い
ま
す
。

　
人
権
擁
護
委
員
は
、あ
な
た
の
身
近
な

相
談
パ
ー
ト
ナ
ー
と
し
て
、家
庭
内
の
悩

み
や
隣
近
所
と
の
ト
ラ
ブ
ル
、い
じ
め
や

差
別
な
ど
の
相
談
に
応
じ
て
い
ま
す
。

　
相
談
は
無
料
で
、
秘
密
は
固
く
守
ら
れ

ま
す
の
で
、気
軽
に
相
談
し
て
く
だ
さ
い
。

▽�

と
き　
６
月
１
日
木
・
午
前
10
時
～
午

後
３
時

▽�

と
こ
ろ　
遠
賀
町
中
央
公
民
館（
遠
賀

町
今
古
賀
）

▽�

問
い
合
わ
せ　
福
岡
法
務
局
北
九
州

支
局
内　

北
九
州
人
権
擁
護
委
員
協

議
会
（
☎
５
６
１
‐
３
５
４
５
）

体
操
サ
ポ
ー
タ
ー
養
成
講
座
の

参
加
者
募
集

　

介
護
予
防
を
目
的

に
行
っ
て
い
る
自
治

区
公
民
館
体
操
の
支

援
や
教
室
運
営
を
行

う
サ
ポ
ー
タ
ー
を
養
成
す
る
講
座
で
す
。

　

サ
ポ
ー
タ
ー
に
興
味
を
持
っ
て
も
ら

う
た
め
、
令
和
５
年
度
は
内
容
を
一
新

し
、
体
操
を
中
心
に
行
い
ま
す
。
簡
単

に
自
宅
や
自
治
区
で
も
取
り
組
め
る
よ
う

な
体
操
を
学
び
、
学
ん
だ
こ
と
を
地
域
の

皆
さ
ん
に
伝
え
て
い
き
ま
せ
ん
か
。

▽�

と
き　

５
月
26
日
、
６
月
２
日
、
９

日
、
16
日
、
23
日
、
30
日
、
７
月
７
日
、

14
日
（
全
８
回
・
い
ず
れ
も
金
曜
日
）・

午
前
10
時
～
11
時
30
分

▽
と
こ
ろ　
中
央
公
民
館
２
階

▽�

内
容　
ス
ト
レ
ッ
チ
・
筋
力
ア
ッ
プ

体
操
、
コ
グ
ニ
サ
イ
ズ
（
※
）
な
ど

の
実
技
、
高
齢
者
の
体
や
認
知
症
、

介
護
予
防
な
ど
の
学
習

※�
コ
グ
ニ
サ
イ
ズ
と
は
、
運
動
や
計
算
、

し
り
と
り
な
ど
を
組
み
合
わ
せ
た
、

認
知
症
予
防
を
目
的
と
し
た
取
り
組

み
で
す
。

▽�

対
象　
自
治
区
公
民
館
体
操
や
サ
ロ

ン
活
動
に
参
加
し
て
い
る
人
（
予
定

者
含
む
）

▽
参
加
費　
無
料

▽
定
員　
20
人

▽�

持
っ
て
く
る
も
の　
マ
ス
ク
、
タ
オ

ル
、水
分
補
給
の
飲
み
物
、筆
記
用
具
、

運
動
し
や
す
い
服
装
と
靴
（
ス
ニ
ー

カ
ー
な
ど
）

▽�

申
し
込
み　
５
月
19
日
金
ま
で
に
高
齢

者
支
援
係
（
☎
２
２
３
‐
３
５
３
６
）
へ

資
源
物
回
収
活
動
の
団
体
募
集

　
芦
屋
町
で
は
、
資
源
物
の
集
団
回
収
を

継
続
的
に
行
っ
て
い
て
、
営
利
を
目
的
と

し
な
い
団
体
に
奨
励
金
を
交
付
し
て
い
ま

す
。
町
内
で
資
源
物
の
集
団
回
収
を
行
っ

て
い
る
団
体
は
活
用
し
て
く
だ
さ
い
。

※�

奨
励
金
の
交
付
に
は
団
体
登
録
が
必

要
で
す
。

▽�

対
象
品
目　
新
聞
紙
、
雑
誌
（
雑
紙

含
む
）、ダ
ン
ボ
ー
ル
な
ど
の
紙
類（
牛

乳
パ
ッ
ク
な
ど
も
可
）、
布
類
、
古
鉄
、

ア
ル
ミ
製
品
な
ど
の
金
属
類
、
あ
き

缶
、
ビ
ン
、
家
庭
用
食
用
油

※�

キ
ロ
グ
ラ
ム
、
リ
ッ
ト
ル
で
表
示
で

き
る
も
の
に
限
り
ま
す
（
ビ
ン
は
本

数
）。

▽�

団
体
登
録
受
付
期
間　
５
月
８
日
月

～
31
日
水
・
午
後
５
時
15
分
ま
で

※�

登
録
書
類
は
環
境
住
宅
課
窓
口
に
あ

り
ま
す
。

▽�

問
い
合
わ
せ　
環
境
・
公
園
係
（
２

２
３
‐
３
５
３
８
）

芦屋町ホームページ　https://www.town.ashiya.lg.jp

募
集
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令
和
５
年
度
第
１
回

県
営
住
宅
の
入
居
者
募
集

▽�

募
集
住
宅　
県
内
に
所
在
す
る
県
営

住
宅
（
詳
細
は
募
集
案
内
に
記
載
）

▽�

募
集
案
内
配
布
期
間　
５
月
30
日
火

～
６
月
14
日
水

※�

募
集
案
内
は
環
境
住
宅
課
窓
口
に
あ

り
ま
す
。

▽�

受
付
期
間　
６
月
６
日
火
～
14
日
水

▽�

申
し
込
み
・
問
い
合
わ
せ　
福
岡
県

住
宅
供
給
公
社
県
営
住
宅
管
理
部
管

理
課
（
☎
〈
０
９
２
〉
７
８
１
‐
８

０
２
９
）

春
の
交
通
安
全
運
動

５
月
11
日
木
～
20
日
土

　

一
人
一
人
に
交
通
ル
ー
ル
の
遵
守
と

正
し
い
交
通
マ
ナ
ー
の
実
践
を
習
慣
付

け
、
交
通
事
故
防
止
を
徹
底
す
る
た
め

に
、
県
下
一
斉
に
交
通
安
全
運
動
を
行

い
ま
す
。
一
人
一
人
が
交
通
ル
ー
ル
や

交
通
マ
ナ
ー
を
守
る
こ
と
の
大
切
さ
を

理
解
し
、
自
分
の
命
は
自
分
で
守
る
意

識
を
身
に
つ
け
ま
し
ょ
う
。

【
重
点
項
目
】

●�

こ
ど
も
を
始
め
と
す
る
歩
行
者
の
安

全
確
保

　令和５年度の狂犬病予防集合注
射と犬の登録を行います。

▽  予防注射
　狂犬病予防法により、生後 91日
以上の飼い犬の狂犬病の予防注射
を右記の日程で行いますので、必ず
受けさせてください。
⃝�費用� ３１５０円（注射手数料�
２６００円と注射済票交付手数
料５５０円）
⃝��注射には、犬の取り扱いと問診
への回答が十分できる人が来て
ください。なお、犬を制御でき
ない場合は、注射することはで
きません。
※�動物病院で受ける人は、注射後、
注射済票交付の手続きを役場で
行ってください。

▽  登録
　狂犬病予防法により、犬を取得
した日（生後 90日以内の犬を取得
した場合は生後 90 日を経過した
日）から 30日以内に犬の登録をし
なければなりません。
⃝�費用　３０００円
※�飼い犬が死んだ場合などは、登
録抹消の手続きを役場で行って
ください。

とき ところ

５月 16日火

午後１時 20分 ～ 1時 40分 粟屋公民館

午後１時 55分 ～ 2時 15分 浜口町公民館

午後２時 30分 ～ 3時 00分 役場衛生倉庫前

５月 17日水

午前 10時 00分 ～ 10時 10分 高浜町公民館

午前 10時 25分 ～ 10時 45分 町民会館前

午前 11時 00分 ～ 11時 20分 柏原公民館

午前 11時 35分 ～ 11時 45分 山鹿公民館

午後１時 20分 ～ 1時 30分 大君公民館

午後１時 45分 ～ 2時���5 分 花美坂公民館

午後２時 20分 ～ 02時 30分 東町公民館（祇園町）

５月 18日木

午前 10時 00分 ～ 10時 10分 はまゆう公民館

午前 10時 25分 ～ 10時 35分 田屋公民館

午前 10時 50分 ～ 11時 00分 江川台公民館

午前 11時 15分 ～ 11時 35分 役場衛生倉庫前

※狂犬病予防注射済票は、必ず首輪につけましょう。
※愛犬のフンは、放置しないでその場で片付けてください。

▽ �問い合わせ　環境・公園係（☎２２３‐３５３８）

犬の狂犬病予防注射と
登録を忘れずに！

掲載の催しなどは、新型コロナウイルスの感染拡大の
状況によって、変更・中止となる場合があります。

お
知
ら
せ

募
集

広報あしや　2023.5 ㉖



●�
横
断
歩
行
者
事
故
等
の
防
止
と
安
全

運
転
意
識
の
向
上

●�
自
転
車
の
ヘ
ル
メ
ッ
ト
着
用
と
交
通

ル
ー
ル
遵
守
の
徹
底

●
飲
酒
運
転
の
撲
滅

【�

自
転
車
を
利
用
し
て
い
る
皆
さ
ん
へ
】

　

令
和
5
年
4
月
1
日
か
ら
全
て
の
自

転
車
利
用
者
の
ヘ
ル
メ
ッ
ト
着
用
が
努

力
義
務
と
な
り
ま
し
た
。

　

自
転
車
事
故
で
死
亡
し
た
人
の
約
６

割
が
頭
部
に
致
命
傷
を
負
っ
た
こ
と
が

原
因
で
、
ヘ
ル
メ
ッ
ト
を
着
用
す
る
こ

と
で
致
死
率
が
4
分
の
１
に
下
が
り
ま

す
。
大
切
な
命
を
守
る
た
め
、
自
転
車

を
利
用
す
る
と
き
は
、
ヘ
ル
メ
ッ
ト
を

着
用
し
ま
し
ょ
う
。

▽�

問
い
合
わ
せ　
地
域
振
興
・
交
通
係

（
☎
２
２
３
‐
３
５
３
９
）

芦
屋
タ
ウ
ン
バ
ス
に

「
バ
ス
予
報
」
を
導
入
し
ま
す

　

４
月
28
日
金
か
ら
、
芦
屋
タ
ウ
ン
バ

ス
で
、
バ
ス
ロ
ケ
ー
シ
ョ
ン
シ
ス
テ
ム

「
バ
ス
予
報
」
を
導
入
し
ま
す
。
バ
ス
予

報
を
利
用
す
る
と
、
バ
ス
の
現
在
地
や

遅
延
な
ど
の
運
行
状
況
、
緊
急
時
の
お

知
ら
せ
を
、
ス
マ
ー
ト

フ
ォ
ン
な
ど
で
確
認
で

き
ま
す
。
利
用
し
て
く

だ
さ
い
。

▽�

問
い
合
わ
せ　
地
域
振
興
・
交
通
係

（
☎
２
２
３
‐
３
５
３
９
）

自
動
車
税
の
納
付
期
限
は

５
月
31
日
水
で
す

　

自
動
車
税
は
、
毎
年
４
月

１
日
現
在
の
自
動
車
の
所
有

者
に
課
税
さ
れ
ま
す
。
必
ず

期
限
内
に
納
め
ま
し
ょ
う
。

▽�

納
付
方
法　

【
手
数
料
無
料
の
方
法
】

⃝
�

ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
な
ど
で
納
税
通
知

書
の
バ
ー
コ
ー
ド
を
読
み
込
み
、
ア

プ
リ
を
利
用
し
て
納
付

⃝
�

県
税
事
務
所
、
銀
行
、
郵
便
局
、
指

定
の
コ
ン
ビ
ニ
エ
ン
ス
ス
ト
ア
な
ど

の
窓
口
で
納
付

【
手
数
料
が
必
要
な
方
法
】

⃝
�

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
利
用
し
て
、
ク
レ

ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
やP
ペ

イ

ジ

ー

ay-easy

（
イ
ン

タ
ー
ネ
ッ
ト
バ
ン
キ
ン
グ
）
で
納
付

▽�

注
意
事
項

　

住
所
変
更
な
ど
で
納
税
通
知
書
が
届

か
な
い
と
き
は
、
県
税
事
務
所
に
問
い

合
わ
せ
て
く
だ
さ
い
。

　

自
動
車
を
買
い
替
え
た
人
で
、
下
取

り
な
ど
に
出
し
た
車
の
納
税
通
知
書
が

届
い
た
場
合
は
、
３
月
末
ま
で
に
廃
車

（
抹
消
登
録
）
ま
た
は
名
義
変
更
（
移
転

登
録
）
の
手
続
き
が
済
ん
で
い
な
い
可
能

性
が
あ
り
ま
す
。
手
続
き
を
依
頼
し
た

販
売
会
社
な
ど
に
確
認
し
て
く
だ
さ
い
。

▽�

問
い
合
わ
せ　
福
岡
県
北
九
州
西
県

税
事
務
所
（
☎
６
６
２
‐
９
３
１
２
）

　軽自動車税（種別割）（以下、軽自動車税）は、
４月１日現在、バイクや軽四輪を所有している人に
課税されます。納税通知書を所有者に送付しますの
で、５月 31 日水までに納付してください。口座振
替の場合は、５月 25日木に引き落とされます。
○軽自動車税の減免
　障がい者本人や生計を一緒にする人が、軽自動車
を障がい者の通院などに使用する場合は、軽自動車
税が減免されます。
※一度申請した車両でも、毎年、申請が必要です。
※�障がいの程度によって減免できない場合があります。
※�減免を受けることができる台数は１台です（普通
自動車との併用で減免はできません）。
※�令和５年度に軽自動車税の減免を受けた場合、年
度途中で普通自動車に変更しても、令和５年度中
の普通自動車での減免を受けることはできません。

▽申請期限　5月 31日水

▽必要書類　
①軽自動車税減免申請書（税務課にあります）　
②軽自動車税納税通知書　
③�身体障害者手帳・精神障害者保健福祉手帳・療育

　手帳・戦傷病者手帳
　④減免申請車両を運転する人の運転免許証
　⑤�納税義務者の個人番号（マイナンバー）または
法人番号が分かるもの

　⑥申請者の本人確認書類

※１：通知カードは令和２年５月 25 日に廃止され
ていますが、記載された氏名・住所などが住民
票に記載されている内容と一致している場合に限
り、マイナンバーの確認書類として利用できます。
※マイナンバーカードを提示すれば、マイナンバー
の確認と本人確認がカード１枚でできます。
※代理人が申請する場合は、委任者のマイナンバー
の確認と代理人の本人確認と、委任状などが必要
です。

マイナンバーの
確認書類

マイナンバーカードまたは
通知カード（※1）または
マイナンバーが記載された住民票

申請者の身元
確認書類

運転免許証などの顔写真付き公的身
分証明書 1点
※顔写真なしの書類の場合は 2点
　（健康保険証、年金手帳など）

軽自動車税（種別割）の納税通知書を発送します

▽問い合わせ　課税係（☎２２３‐３５３４）

芦屋町ホームページ　https://www.town.ashiya.lg.jp

バス予報
ホームページ

広報あしや　2023.5㉗



ト
ル
コ
・
シ
リ
ア
地
震
救
援
金
を

受
け
付
け
て
い
ま
す

　

２
月
６
日
に
発
生
し
た
ト
ル
コ
南
東

部
と
シ
リ
ア
国
境
付
近
の
地
震
災
害
に

よ
る
人
道
危
機
を
受
け
、
芦
屋
町
で
は

救
援
金
を
受
け
付
け
て
い
ま
す
。
救
援

金
は
、
日
本
赤
十
字
社
に
送
付
し
ま
す
。

皆
さ
ん
の
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

▽�

受
付
期
限　
５
月
31
日
水

▽�

受
付
場
所　

役
場
１
階
総
合
案
内
、

役
場
２
階
総
務
課
窓
口
、
総
合
体
育

館
、芦
屋
町
図
書
館
、芦
屋
東
公
民
館
、

山
鹿
公
民
館
、
芦
屋
釜
の
里
、
芦
屋

歴
史
の
里

▽�

問
い
合
わ
せ　
庶
務
係
（
☎
２
２
３

‐
３
５
７
２
）

募
金
の
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す

1��

日
本
赤
十
字
募
金

　

日
本
赤
十
字
社

は
、
国
内
外
で
発
生

し
た
自
然
災
害
の
支

援
活
動
や
救
援
物
資

活
動
、
国
際
救
助
活
動
な
ど
、
さ
ま
ざ

ま
な
活
動
を
行
っ
て
い
ま
す
。
皆
さ
ん

か
ら
の
寄
付
金
で
、
医
療
救
護
班
や
こ

こ
ろ
の
ケ
ア
チ
ー
ム
を
派
遣
し
、
地
元

の
自
治
体
や
赤
十
字
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
と

年金を増やしませんか
◦付加年金
　国民年金定額保険料に付加保険料（月額４００円）を上乗せして納めると、将来受け取る老齢基礎
年金（原則65歳から受給可能）に付加年金が上乗せされます。付加年金の年額は、「２００円×付加
保険料納付月数」です。
※�付加保険料を 10年間納付した場合
◦�付加保険料　４００円× 10年（120 月）＝ 4万８０００円
◦�付加年金額　２００円× 10年（120 月）＝ 2万４０００円（上乗せされる年金の年額）
　付加年金を２年間受け取ると、納付した付加保険料総額と同額になります。つまり、元金
が返ってくる形になるので、老後により多く年金を受け取りたい人におすすめの制度です。

　ただし、次の人は付加年金に加入できません。①第２号被保険者（会社員・公務員）②第３号被保
険者（①に扶養されている配偶者）③国民年金基金に加入中の人�④免除や猶予申請をしている人（免除・
猶予申請を取り下げれば加入できます）�⑤個人型確定拠出年金の掛金が６万８０００円に達している人
※�付加保険料の納付は、申し出をした月分からです。
◦任意加入
　60歳までに老齢基礎年金の受給資格期間（10年）を満たしていない場合や、40年の納付済期
間がないため老齢基礎年金を満額受給できない場合で、厚生年金・共済組合に加入していないとき
は、60歳以降（申し出をした月以降）でも任意加入することができます。
　ただし、任意加入により納付期間が 40年間（480 月）に達した場合は、その時点で任意加入被
保険者の資格がなくなります。
　また、受給権取得のため任意加入する場合は、任意加入することで受給権を取得できるのかどう
か、年金事務所で確認してください（受給権取得のための任意加入期間最長 10年）。
◦�年金額を満額に近づけたい人は 65歳までの間
◦�受給資格を満たしていない人は70歳までの間（ただし、昭和 40年 4月 1日以前に生まれた人に
限られます）
※保険料の納付方法は、原則として口座振替です。

▽ �申し込み　年金手帳と印かんと預金通帳を持って、保険年金係（☎２２３‐３５３２）へ

▽ �問い合わせ　任意加入の納付期間確認⇒八幡年金事務所（☎６３１‐７９６２）

みんなの 
ね・ん・き・ん

掲載の催しなどは、新型コロナウイルスの感染拡大の
状況によって、変更・中止となる場合があります。

お
知
ら
せ

広報あしや　2023.5 ㉘



協
力
し
な
が
ら
活
動
を
行
い
ま
し
た
。

ま
た
、
ウ
ク
ラ
イ
ナ
で
の
深
刻
な
人
道

危
機
や
自
然
災
害
に
よ
る
飢
餓
や
生
活

困
窮
に
苦
し
む
人
た
ち
の
支
援
に
も
力

を
注
い
で
い
ま
す
。
今
年
度
も
赤
十
字

活
動
を
支
え
る
た
め
、
自
治
区
な
ど
を

と
お
し
て
募
金
を
お
願
い
し
て
い
ま
す
。

��

2�

更
生
保
護
募
金

　

法
務
大
臣
の
委
嘱
を
受
け
た
保
護
司

の
主
な
活
動
は
、
罪
を
犯
し
た
人
た
ち
の

改
善
・
更
生
を
助
け
、
再
犯
を
防
止
す

る
こ
と
や
、
犯
罪
・
非
行
の
予
防
な
ど
に

関
す
る
こ
と
で
す
。
そ
の
保
護
司
の
活
動

費
は
皆
さ
ん
か
ら
の
寄
付
金
や
保
護
司

が
納
め
る
会
費
な
ど
に
よ
っ
て
運
営
さ
れ

て
い
ま
す
。
保
護
司
の
活
動
を
支
え
る
た

め
、
今
年
度
も
自
治
区
な
ど
を
と
お
し
て

募
金
を
お
願
い
し
て
い
ま
す
。

【
共
通
項
目
】

▽
受
付
期
間　
５
月
１
日
月
～
６
月
30

日
金

▽
募
金
方
法　

①
自
治
区
の
区
長
や
組
長
が
各
家
庭
を

訪
問
し
て
呼
び
か
け
る
募
金

②
役
場
1
階
総
合
案
内
に
設
置
し
た
募

金
箱
へ
の
募
金

▽�

問
い
合
わ
せ　
障
が
い
者
・
生
活
支

援
係
（
☎
２
２
３
‐
３
５
３
０
）

芦
屋
町
の
特
産
品
を
開
発
す
る
人

の
補
助
制
度
を
新
設

　

町
内
に
事
業
所
が
あ
り
、
芦
屋
町
の

特
産
品
づ
く
り
に
取
り
組
む
企
業
や
団

体
、
個
人
に
補
助
金
を
交
付
す
る
「
芦

屋
町
特
産
品
開
発
支
援
事
業
補
助
金
」

制
度
を
新
設
し
ま
し
た
。

▽�

対
象
事
業
と
補
助
金
の
額　

①�

新
商
品
開
発
支
援
事
業
＝
新
商
品
開

発
に
関
す
る
事
業
で
町
が
認
め
る
も

の
・
補
助
対
象
経
費
の
３
分
の
２
以

内
の
額
で
、
60
万
円
が
上
限

②�

既
存
商
品
開
発
事
業
＝
外
装
デ
ザ
イ

ン
な
ど
の
改
良
で
町
が
認
め
る
も
の
・

補
助
対
象
経
費
の
３
分
の
２
以
内
の

額
で
、
30
万
円
が
上
限

▽�
問
い
合
わ
せ　
商
工
観
光
係
（
☎
２

２
３
‐
３
５
４
２
）

第
64
回
遠
賀
郡
民
体
育
大
会

　

芦
屋
町
を
代
表
し
て
、
郡
民
体
育
大

会
に
出
場
し
ま
せ
ん
か
。

▽�

と
き　
７
月
16
日
日
・
午
前
８
時
30

分
か
ら
総
合
開
会
式

▽�

と
こ
ろ　
芦
屋
町
総
合
体
育
館
（
開

会
式
終
了
後
に
郡
内
の
各
会
場
で
競

技
が
行
わ
れ
ま
す
）

※�

柔
道
・
剣
道
競
技
は
７
月
17
日
月
に

岡
垣
町
町
民
武
道
場
で
行
わ
れ
ま
す
。

【
水
泳
大
会
】

▽�

と
き　

７
月
２
日
日
・

午
前
９
時
か
ら
開
会
式

▽�

と
こ
ろ　
水
巻
町
総
合

運
動
公
園
プ
ー
ル

▽�

対
象　
少
年
の
部
（
小
学
生
～
高
校

生
）・
一
般
の
部
（
18
歳
以
上
）

▽�

種
目　
自
由
形
・
平
泳
ぎ
・
バ
タ
フ

ラ
イ
・
背
泳
ぎ
（
各
50
ｍ
）・
リ
レ
ー

（
各
町
対
抗
）

※�

本
大
会
は
福
岡
県
民
大
会
の
選
手
選

出
予
選
会
で
す
。

▽�

申
込
期
限　
５
月
30
日
火

【
陸
上
大
会
】

▽�

と
き　

７
月
30
日

日
・
午
前
９
時
か
ら

開
会
式

▽�

と
こ
ろ　

芦
屋
町

総
合
運
動
公
園
中
央
グ
ラ
ウ
ン
ド

▽�

種
目　

小
学
生
男
子
・
女
子
の
部

（
１
０
０
ｍ
・
８
０
０
ｍ
・
４
×

１
０
０
ｍ
リ
レ
ー
）

　

�

中
学
生
男
子
・
女
子
の
部
（
１
０
０

ｍ
・
８
０
０
ｍ
・
１
５
０
０
ｍ
・
４
×

１
０
０
ｍ
リ
レ
ー
・
走
り
幅
跳
び
）

　

�

一
般
男
女
・
壮
年
男
女
の
部
（
１
０
０

ｍ
・
走
り
幅
跳
び
）

　

�

青
年
男
子
の
部
（
１
０
０
ｍ
・

４
０
０
ｍ
・
１
５
０
０
ｍ
・
走
り
幅

跳
び
）

　
�

青
年
女
子
の
部
（
１
０
０
ｍ
・

２
０
０
ｍ
・
８
０
０
ｍ
・
走
り
幅
跳
び
）

▽�

申
込
期
限　
６
月
16
日
金

【
共
通
項
目
】

▽�

参
加
資
格　
５
月
１
日
以
前
か
ら
郡

内
に
住
民
登
録
が
あ
る
ア
マ
チ
ュ
ア

競
技
者

▽�

申
し
込
み
・
問
い
合
わ
せ　
芦
屋
町

体
育
協
会
（
☎
２
２
２
‐
０
１
８
８
）

※�

申
し
込
み
用
紙
は
体
育
協
会
に
あ
り

ま
す
。

歴
史
探
訪
バ
ス
ツ
ア
ー

「
山
と
信
仰
～
糸
島
・
雷
山
～
」

　
今
回
は
、
雷
山

信
仰
の
地
、
糸
島

の
山
側
エ
リ
ア

を
、
ま
た
、『
平

家
物
語
』
に
登
場

し
、
山
鹿
兵
藤
次
秀ひ
で
と
う遠
と
と
も
に
平
家

を
支
え
た
原
田
氏
の
関
連
史
跡
を
巡
り

ま
す
。

▽�

と
き　
５
月
13
日
土
・
午
前
７
時
20

分
に
役
場
玄
関
前
集
合

▽�

見
学
先　
雷
山
千せ
ん
に
ょ
じ
だ
い
ひ
お
う
い
ん

如
寺
大
悲
王
院（
糸

島
市
雷
山
）
ほ
か

▽�

対
象　
町
内
に
住
ん
で
い
る
か
勤
務

し
て
い
る
人

※
中
学
生
以
下
は
保
護
者
同
伴

▽
定
員　
15
人（
事
前
申
し
込
み
先
着
順
）

▽�

参
加
費　
８
４
５
円
（
資
料
代
、
保

険
料
、
入
館
料
）

※
別
途
、
昼
食
代
な
ど
が
必
要
で
す
。

▽�

事
前
研
修
（
参
加
必
須
）　
５
月
６
日

土
・
午
前
10
時
～
11
時

▽�

申
し
込
み　
４
月
26
日
水
～
30
日
日
・

午
前
９
時
～
午
後
５
時
に
芦
屋
歴
史

の
里
（
☎
２
２
２
‐
２
５
５
５
）
へ

※
月
曜
日
は
休
館
で
す
。
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マイナンバーカードの
休日・夜間窓口を開設します
　平日役場開庁時に、マイナ
ンバーカードの受け取りや
申請ができない人のために、
次の日程で休日・夜間窓口
を開設します。この機会に
マイナンバーカードを持っ
てみませんか。
※�急きょ中止になる場合は、ホームページに掲載
します。

▽ �とき　【休日窓口】５月 13 日土、28 日日・午
前８時 30分～正午
　�【夜間窓口】５月 18 日木、24 日水、29 日月・
午後５時 15分～７時 30分

▽ �ところ　住民課窓口

▽持ってくるもの　
　�【申請】　申請書（ない場合は役場で交付）、申請
書貼付写真（ない場合は、申請時に無料で撮影）、
通知カード、本人確認書類、住民基本台帳カー
ド（持っている人のみ）
　�【受け取り】　交付通知書、通知カード、本人確
認書類、住民基本台帳カード（持っている人のみ）
※�本人確認書類は、公的機関が発行した免許証な
どの顔写真付きは１点、健康保険証などの顔写
真がないものは２点必要です。
※手続きは本人のみできます。
※�マイナポイントの申し込み支援
や証明書の発行、転入・転出
の異動の受け付けなどは行い
ません。

▽ �問い合わせ　住民係（☎２２３‐３５３１）

マイナンバー休日・
夜間窓口ホームページ

夜間飛行訓練を行います
　平日昼間の訓練に加えて、次の日程で夜間飛行
訓練を行います。
【ジェット機】

▽ �とき　５月 15 日月・16 日火の日没～午後９時
ごろ（予備日＝ 17 日水・18 日木・19 日金・
22日月・23日火）

【救難ヘリコプター・救難捜索機】

▽ �とき　毎週月・火の日没～午後９時ごろ
※�天候不良の場合水・木・金が予備日です。

▽ �問い合わせ　航空自衛隊芦屋基地渉外室
　（☎２２３‐０９８１内線２５４）

除菌効果が期待できる
酸性電解水を無償配布中

　新型コロナウイルス感染症対策として除菌効果が
期待できる、酸性電解水の無償配布を行っています。

とき ところ
平日・午前８時 30 分～午後
５時 15分 役場�総合案内横
�５月 21 日日・午前 10 時～
午後４時

芦屋東公民館、
山鹿公民館

▽ �配布量　１世帯あたり１リットル程度

▽ �持ってくるもの　ペットボトル容器など
※�遮光性の容器が適しています。

▽ ��保管方法など　容器に必ず日付けと酸性電解水
と明記し、紫外線が当たらない涼しい場所で保
管してください。
�　　飲用できません。子どもが誤飲しないよう管
　理してください。

▽ �使用方法　除菌したい場所の汚れを落としてか
ら使用する。酸性電解水を布巾など
に十分に含ませて拭くなど。
※�詳しくは、ホームページを見てくだ
さい。

▽ ��問い合わせ　庶務係（☎２２３‐３５７２）

掲載の催しなどは、新型コロナウイルスの感染拡大の
状況によって、変更・中止となる場合があります。

町
の
花
壇
を
花
で
い
っ
ぱ
い
に

し
ま
せ
ん
か

　

町
内
の
公
共
花
壇

に
夏
の
花
（
マ
リ
ー

ゴ
ー
ル
ド
な
ど
）
を

植
え
ま
す
。
花
植
え

を
手
伝
っ
て
く
れ
る

人
を
募
集
し
ま
す
。

▽�

と
き　
５
月
27
日
土
・
午
前
８
時
15

分
か
ら
１
時
間
程
度

※�

雨
天
の
場
合
は
、
５
月
28
日
日
に
延

期
し
ま
す
。

▽�

申
し
込
み　
５
月
24
日
水
ま
で
に
環
境・

公
園
係
（
☎
２
２
３
‐
３
５
３
８
）
へ

※
道
具
な
ど
は
役
場
で
用
意
し
ま
す
。

ギ
ャ
ラ
リ
ー
あ
し
や

ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ

「
マ
ス
キ
ン
グ
テ
ー
プ
ア
ー
ト
講
座
」

　

マ
ス
キ
ン
グ
テ
ー
プ
を
切
っ
て
、
貼

っ
て
、
コ
ラ
ー
ジ
ュ
の
よ
う
な
絵
を
描

く
講
座
で
す
。

▽�

と
き　
5
月
28
日
日
・
午
後
１
時
～

３
時

▽
と
こ
ろ　
中
央
公
民
館
２
階

▽�

対
象　
小
学
生
以
上
（
小
学
３
年
生

以
下
は
保
護
者
同
伴
）

▽
定
員　
15
人（
事
前
申
し
込
み
先
着
順
）

▽
参
加
費　
１
０
０
円
（
材
料
代
）

お
知
ら
せ
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▽
持
参　
は
さ
み
、
カ
ッ
タ
ー

▽�
申
し
込
み　
5
月
2
日
火
～
26
日
金
・

午
前
９
時
～
午
後
５
時
に
、
中
央
公

民
館
（
☎
２
２
２
‐
１
６
８
１
）
へ

※
月
曜
日
は
休
館
で
す
。

芦
屋
東
公
民
館
講
座

「
小
筆
教
室
」　

　

小
筆
や
筆
ペ
ン
を
使
っ
て
、
暑
中
見
舞

い
や
祝
儀
袋
な
ど
の
表
書
き
を
学
び
ま
す
。

▽��

と
き　
６
月
４
日
日
・
午
前
10
時
～

正
午

▽��

と
こ
ろ　
芦
屋
東
公
民
館

▽�

講
師　
徳
山
忍
さ
ん

▽��

対
象　
町
内
に
住
ん
で
い
る
か
、
勤

務
し
て
い
る
人

▽����

定
員　
14
人（
事
前
申
し
込
み
先
着
順
）

▽��

参
加
費　
無
料

▽���

持
っ
て
く
る
も
の　
小
筆
ま
た
は
筆

ペ
ン（
硯す
ず
りは
、公
民
館
で
準
備
し
ま
す
）

▽���

申
し
込
み　
５
月
10
日
水
～
26
日
金
・

午
前
８
時
30
分
～
午
後
５
時
に
、
芦
屋

東
公
民
館
（
☎
２
２
２
‐
１
９
８
１
）
へ

※
月
曜
日
は
休
館
で
す
。

中
央
公
民
館
講
座  

「�

幕
末
維
新
史
再
発
見
Ⅳ
～
大た
い
せ
い
ほ
う
か
ん

政
奉
還
と

坂
本
龍
馬
～
」

　

２
回
連
続
講
座
の
第
２
回
。
武
力
討

幕
の
勢
い
が
増
す
中
、
内
戦
を
回
避
さ

せ
る
べ
く
土
佐
藩
は
将
軍
徳
川
慶よ
し
の
ぶ喜
に

大
政
奉
還
を
建け
ん
げ
ん言
し
、
公こ
う
ぎ
せ
い
た
い

議
政
体
が
現

実
化
し
ま
し
た
。
そ
の
立
役
者
は
坂
本

龍
馬
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
幕
末
政
争
史

の
後
半
を
、
史
料
を
も
と
に
解
き
明
か

し
ま
す
。

▽�

と
き　
５
月
21
日
日
・
午
前
10
時
～

正
午

▽
と
こ
ろ　
中
央
公
民
館
２
階

▽�

講
師　
一
坂
太
郎
さ
ん
（
萩
博
物
館

特
別
学
芸
員
）

▽
定
員　
40
人（
事
前
申
し
込
み
先
着
順
）

▽�
申
し
込
み　
午
前
9
時
～
午
後
5
時

に
電
話
で
中
央
公
民
館
（
☎
２
２
２
‐

１
６
８
１
）
へ

※
月
曜
日
は
休
館
で
す
。

芦
屋
釜
の
里
イ
ベ
ン
ト
情
報

❶�

春
季
企
画
展
「
釜
づ
く
り
の
技
～
芦

屋
釜
が
で
き
る
ま
で
～
」

　

芦
屋
釜
が
ど
の
よ
う
に
造
ら
れ
る
の

か
、
製
作
技
術
に
ス
ポ
ッ
ト
を
当
て
た

企
画
展
を
行
い
ま
す
。
技
術
を
駆く

し使
し

て
造
ら
れ
た
釜
の
見
ど
こ
ろ
も
紹
介
し

ま
す
。

▽�

と
き　
４
月
29
日
土
～
６
月
25
日
日

▽
と
こ
ろ　
芦
屋
釜
の
里
資
料
室

▽�

入
館
料　
高
校
生
以
上
２
０
０
円

❷�

春
季
企
画
展
ギ
ャ
ラ
リ
ー
ト
ー
ク

　

学
芸
員
に
よ
る
春
季
企
画
展
の
ギ
ャ

ラ
リ
ー
ト
ー
ク
を
行
い
ま
す
。

▽��

と
き　
５
月
13
日
土
・
午
前
10
時
30

分
～
11
時
30
分

▽��

と
こ
ろ　
芦
屋
釜
の
里
図
書
室
・
資

料
室

▽��
定
員　
15
人（
当
日
申
し
込
み
先
着
順
）

▽��
入
館
料　
高
校
生
以
上
２
０
０
円

❸�

開
園
記
念
茶
会

　

春
う
ら
ら
か
な
５
月
に
芦
屋
釜
の
里

開
園
記
念
茶
会
を
行
い
ま
す
。
誰
で
も

楽
し
め
る
茶
会
で
す

の
で
、
気
軽
に
参
加

し
て
く
だ
さ
い
。

▽�

と
き
・
内
容　

５

月
３
日
水
＝
煎
茶

（
小
笠
原
流
）、
４

日
木
＝
薄
茶
（
表

千
家
）、
５
日
金
＝
薄
茶
（
裏
千
家
）。

い
ず
れ
も
午
前
10
時
～
午
後
３
時

▽
と
こ
ろ　
芦
屋
釜
の
里
大
茶
室

▽�

参
加
費　
高
校
生
以
上
５
０
０
円（
入

館
料
と
お
茶
代
）、中
学
生
３
０
０
円
、

小
学
生
以
下
２
０
０
円
（
お
茶
代
）

❹�

茶
道
ミ
ニ
講
座
「
茶
花
を
生
け
る
」

　

季
節
の
茶
花
の
生
け
方
を
学
ぶ
講
座

で
す
。

▽��
と
き　
５
月
７
日
日
・
午
前
10
時
～

11
時
30
分

▽��

と
こ
ろ　
芦
屋
釜
の
里
大
茶
室

▽��
対
象　
中
学
生
以
上

▽��
定
員　
８
人（
事
前
申
し
込
み
先
着
順
）

▽��
参
加
費　
高
校
生
以
上
５
０
０
円（
入

館
料
と
材
料
費
）、
中
学
生
３
０
０
円

（
材
料
費
）

▽�

申
し
込
み　
４
月
23
日
日
～
30
日
日
・

午
前
９
時
～
午
後
５
時
に
芦
屋
釜
の

里
（
☎
２
２
３
‐
５
８
８
１
）
へ

【
共
通
項
目
】

▽�

問
い
合
わ
せ　
芦
屋
釜
の
里
（
☎
２

２
３
‐
５
８
８
１
）

※�

月
曜
日
は
休
館
で
す
。

出前講座を利用してみませんか
　

講
座
メ
ニ
ュ
ー
の
中
か
ら

皆
さ
ん
が
聞
き
た
い
内
容
を

選
ん
で
く
だ
さ
い
。
町
の
職

員
が
話
を
届
け
ま
す
。

　

講
座
メ
ニ
ュ
ー
は
４
月
か

ら
新
し
く
な
っ
て
い
ま
す
の

で
利
用
し
て
く
だ
さ
い
。

▽��

メ
ニ
ュ
ー
配
布
場
所

　

�

役
場
２
階
企
画
政
策
課
窓

口
、
中
央
・
芦
屋
東
・
山

鹿
公
民
館
、
町
民
会
館

▽��

対
象　

原
則
と
し
て
町
内

に
在
住
、
在
勤
す
る
５
人

以
上
の
団
体
や
グ
ル
ー
プ

▽��

申
し
込
み　

開
催
日
の
20

日
前
ま
で
に
広
報
情
報
係

（
☎
２
２
３
‐
３
５
６
９
）

へ
申
込
書
を
提
出

　
詳
し
い
内
容
は

町
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

を
見
て
く
だ
さ
い
。
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